
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請に必要となる様式は、市のホームページからもダウンロードできます。 

 

 

国 立 市 

在宅避難資器材（仮設テント）購入助成制度 

の手引き 

【問い合わせ・提出先】 

国立市行政管理部防災安全課防災・消防係 

〒186-8501 国立市富士見台 2-47-1 

電話 042-576-2111 内線 145～147 

ＦＡＸ 042-576-0264 
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助成の対象 

（１） 助成の対象となる在宅避難資器材（仮設テント） 

（２） 助成の対象者 

助成対象経費と助成金の額 

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１）13,000円の仮設テントを購入した場合 

  Ａ：助成対象経費 13,000円 

  Ｂ：２分の１の額  6,500円→6,000円 

⇒ 限度額の 20,000円を下回っているため、助成金の額はＢの 6,000円となる。 

 

例２）50,000円の仮設テントを購入した場合 

  Ａ：助成対象経費 50,000円 

  Ｂ：２分の１の額  25,000円 

  Ｃ：限度額  20,000円 

⇒ Ｂが限度額を上回っているため、助成金の額は、Ｃの 20,000円となる。 
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助成金の交付手続きの流れ 

以下の（１）～（４）の手続きが必要です。 

（１）交付申請 

市に申請 

【提出書類】 

国立市在宅避難資器材（仮設テント）購入助成金交付申請書（第１号様

式） 

 

【注意】申請前に購入してしまった場合、助成金の交付は受けられませ

ん。 

<市> 交付決定 申請内容を確認し、第２号様式により通知 

（２）購入・設置 

交付決定通知を受け、仮設テントを購入してください。 
 

【注意】交付決定を受けてから購入してください。 

交付決定前に購入してしまった場合、助成金の交付は受けられません。 

（３）実績報告書・

請求書の提出 

購入後 

【提出書類】 

① 国立市在宅避難資器材（仮設テント）購入助成金実績報告書（第５号

様式） 

② 国立市在宅避難資器材（仮設テント）購入助成金請求書（第７号様

式） 

③ 購入したことを証明する領収書（写し） 

※領収書等には品名が記載されていること 
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助成金の交付決定後、申請を取り下げる場合 

その他 

（１） 交付決定の取消し 

 

 

 

（２） 助成金の返還 

 

 


